
消防用設備等の種別

防火対象物の別
（令別表一）

スプリンクラー設備

令　第　１２　条 令　第　１１　条 令第１９条 令第２９条 令第２８条の２ 令第２７条 令第１０条

屋内消火栓設備 消火器具消防用水連結散水設備連結送水管屋外消火栓設備 スプリンクラー、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物又は粉末消火設備

令　第　１２　条　～　第　１８　条

消火設備

適用場所

令別表一（　）項ロ
  飛行機、又は回転翼航空機の格納庫

屋上部分で回転翼航空機、
垂直離着陸航空機の発着場

屋上部分 ６００m2以上

一階　　�５００m2以上

その他　�４００m2以上

地階、二階以上
　　　　�２００m2以上
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                         （一）項～（四）項まで、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分。
　　                                                  防火対象物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分は、
それぞれ別の防火対象物とみなす。

「令」は消防法施行令、「規則」は消防法施行規則。
［　　］内の数字は耐火構造で内装を制限した建築物に適用する。
（　　）内の数字は耐火構造の建築物又は内装を制限した準耐火構造の建築物に適用する。
令別表一の（六）項に関し（スプリンクラー設備、屋内消火栓設備の一般建物）
●病院とは（六）項イに掲げる防火対象物のうち病院のみ
●特定施設とは（六）項ロの防火対象物のうち身体上又は精神上の理由により自ら避難することが困難な者が入所する防火対象物として総務省令（第１３条２）で定める下記のもの
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劇場、映画館、演芸場又は観覧場

公会堂、集会場

キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類

遊技場、ダンスホール

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む
店舗（（一）項イ、（四）項、（五）項イ及び（九）項イに掲げ
る防火対象物の用途に供されているものを除く）その他
これに類するものとして総務省令で定めるもの

待合、料理店の類

飲食店

百貨店、マーケット、その他の物品販売業
を営む店舗又は展示場

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

寄宿舎、下宿、共同住宅

病院、診療所、助産所

老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救
護施設、更生施設、児童福祉施設、身体障害者更生援護
施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設

幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、
大学、各種学校、その他これらに類するもの
図書館、博物館、美術館、その他これらに
類するもの
蒸気浴場、熱気浴場、その他これらに類す
るもの

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

車輛の停車場、船舶又は航空機の発着場

神社、寺院、教会の類

工場、作業場

映画スタジオ、テレビスタジオ

自動車車庫、駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

倉　　庫

前各項に該当しない事業場

複合用途防火対象物のうちその一部が（一）
～（四）、（五）項イ、（六）項又は（九）項イに掲
げる防火対象物の用途に供されているもの

イに掲げる複合用途防火対象物以外の
複合用途防火対象物

地下街

準地下街
建築物の地階で連続して地下道に面して
設けられたものと、当該地下道とを合わせ
たもので、特定用途に供される部分が存
するもの

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡、
重要美術品等の建造物
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１０００
特　定

施　設

特定

施設

６０００

６０００

特定部分の床面積の合
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床面積
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１０００

１０００

１０００

１０００

１０００

１０００

１０００

床面積

１５００m２

１０００

１５００

１０００

１５００

１５００

１５００

　１５００
※１０００

全部

全部

全部

延べ面積
１５０m２以上
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１５０

１５０

１５０

１５０

３００

３００

１５０

３００

３００

１５０

１５０

１５０

３００

全部
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全部

道路（総務省令で
定めるもの）の用に
供される部分

自動車の修理、
又は整備の用に供
される部分

発電機、変圧器等の電気設備室
� ２００m2以上

鍛造場、ボイラー室、乾燥室等
多量の火気使用部分�

２００m2以上

通信機器室� ５００m2以上

駐車の用に
供される
部分

指定数量の
１，０００倍以
上の指定可
燃物を貯蔵
し取 扱う部
分

綿花類、木毛、かんなくず、ぼろ、紙くず、
糸類、わら類、再生資源燃料、
※２合成樹脂類

※２�不燃性または難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム、ゴムくずに限る。
※３�不燃性または難燃性でないゴム製品、原料ゴム、ゴムくずを除く。
※４�可燃性液体類を除く。
※５�不活性ガスのうち窒素、ＩＧ－５５、ＩＧ－５４１およびハロゲン化物のうちＨＦＣ－２３、
　　ＨＦＣ－２２７ｅａについては、用途および規模により個別評価が必要とされる場合がある。
全 ：�全域放出方式　□ ： ハロン規制により適用できない部分がある。
移 ：�移動式

可燃性固体類、可燃性液体類、
※３合成樹脂類

木材加工品、木くず

ぼろ、紙くず、（動植物油がしみ込んで
いるもの）、石炭、木炭

地階又は二階以上
� ２００m2以上

屋 上 部 分
� ３００m2以上

機械装置による駐車場
収容台数� １０台以上

一　　　　　　階
� ５００m2以上

※４

（全）（全）

（全）

  ７００
（１０００）
［１０００］

※１

※１（　）項の複合用途防火対象物は、表に記載した基準以外については、（一）～（　）項の各用途
部分ごとに、当該用途の基準に従って設置。

（　）項イ欄の※１０００は（二）項、（四）項の用途に供される階。
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一
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物
の
部
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で

（一）～（　）項に準じる十
五

老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム（主として要介護状態にあるものを入所させるものに限る）、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、※2盲ろうあ児施設、※2肢体不自由児施設、重症
心身障害児施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、身体障害者療護施設、知的障害者更生施設、※2知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、※3肢体不自由者更生施設、※3内部障害者更生施設、※3身体障害者授産施設

（※2：通所施設を除く、※3：主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る）
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注） ◯ 特定部分とは

　　◯ 消防用設備等の適用については
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消火設備設置基準早見表 能美防災株式会社
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＊平成18年9月30日現在の内容です。
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●標準型スプリンクラーヘッドの設置基準

●小区画型スプリンクラーヘッド、側壁型スプリンクラーヘッドの設置基準

●放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備を設ける部分
　スプリンクラー設備の設置を要する部分で、次に示す部分には放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備を設ける。

●連結送水管

●泡消火設備

防火対象物の区分

閉
鎖
型
湿
式
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

舞　台　部
１０階以下の階に存する場合

１１階以上の階に存する場合

地下街

準地下街

高感度型（標準型・1種・r 2.6m以上）ヘッド （ラック式倉庫は標準型・1種・r2.3mヘッドの場合） 標準型・2種・r2.3mヘッド 及び標準型・1種・r2.3mヘッド（ラック式倉庫は標準型・2種・r2.3mヘッドの場合）

③「指定可燃物」を危険物の規制に関する政令別表第四で
　定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

●連結散水設備
　ヘッド水平距離、１の送水区域の散水ヘッド取付個数

●粉末消火設備

●不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備

●屋内消火栓設備、屋外消火栓設備
①放水圧力、放水量、水源の水量、各部分から１のホース接続口までの水平距離

②屋内消火栓、設置対象

（４）項及び（１６）項イで
（４）項の用途に供され
る部分が存するもの

百貨店及び１０００m２以上
の小売り店舗

その他

その他

地階を除く階数が１１以上

④（
①
〜
③
以
外
の
防
火
対
象
物
）

地
階
を
除
く
階
数
が

１０
以
下

乾式・予作動式の同時開放個数、ポンプ吐出量及び水源水量

ラ
ー
設
備

プ
リ
ン
ク

開
放
型
ス

ヘッド防護半径

１．７m以下

１．７m以下

耐火以外
２．１m以下

耐火
２．３m以下

ヘッド取付高さ

６m以下

６m以下

６m以下

１０m以下

 ６又は１０m以下

水  源  水  量

a×１．６倍×１．６m３

b×１．６m３

２４m３

２４．０m３

１６．０m３

２４．０m３

水  源  水  量

１９．２m３

２５．６m３

１９．２m３

１２．８m３

１９．２m３

ポンプ吐出量

a×９０L/min以上

b×９０L/min以上

１３５０L/min以上

１３５０L/min以上

９００L/min以上

１３５０L/min以上

１０８０

１４４０

１０８０

７２０

１０８０

L/min以上

L/min以上

L/min以上

L/min以上

L/min以上

吐出量ポンプ 同時開放個数

最大放水区域の設置個数a

最大設置階の設置個数b

１５個

１５個

１０個

１５個

同時開放個数

１２個

１６個

１２個

  ８個

１２個

店舗、事務所等に供され
る部分　　　　６m以下
地下道　　　１０m以下

ヘッド取付高さ

６m以下

６m以下

６m以下

１０m以下

  ６又は１０m以下

店舗、事務所等に供され
る部分　　　　６m以下
地下道　　　１０m以下

火気使用部分 １．７m以下

その他 ２．１m以下
火気使用部分 １．７m以下
その他
耐火以外 ２．１m以下
耐火 ２．３m以下

ヘッド防護半径

１．９m以下

耐火以外
２．３m以下

耐火
２．６m以下

火気使用部分 １．９m以下
その他 ２．３m以下

火気使用部分 １．９m以下
その他
耐火以外 ２．３m以下
耐火 ２．６m以下

上記湿式に対し、１．５倍のヘッド数分で算出（小数点以下切り上げ）　ラック式倉庫は令３２条の適用により緩和規定あり。

防 火 対 象 物 の 区 分 ヘッド防護半径

２．６m以下
防護面積

１３m２以下
水平方向

両側各　 １．８m以下
かつ

前方方向 ３．６m以下

ヘッド取付高さ

１０m以下

１０m以下

同時開放個数

８個

１２個

８個

１２個

ポンプ吐出量

４８０L/min以上

７２０L/min以上

７２０L/min以上

１０８０L/min以上

水源水量

  ８．０m３

１２．０m３

１２．８m３

１９．２m３

地階を除く階数が１０以下

地階を除く階数が１１以上

地階を除く階数が１０以下

地階を除く階数が１１以上

宿泊室、病室、その
他これらに類する室

（宿泊室等）
宿 泊 室 等、及び廊
下、通路その他これ
らに類する部分

上表④の防火対象
物のうち、（５）項、（６）
項の防火対象物及
び、（１６）項で（５）項、（６）
項に供される部分

小区画型
１種ヘッド

側壁型
１種ヘッド

防火対象物の区分 設 置 箇 所 床面から天井までの高さ

令別表第一（１６の２）項
地下街

令別表第一（１６の３）項
準地下街

その他の部分
（舞台部、ラック倉庫は除く）

店舗、事務所等

地下道

可燃物が大量に存し、消火が困難と認められる次の部分
・指定可燃物を貯蔵し、又は、取り扱う部分
・令別表第一（４）項（百貨店、マーケット等）及び（１６）項イのうち、（４）項
　に供される部分（通路、階段、その他これらに類する部分を除く）

上記以外の部分

  ６mを超える部分

１０mを超える部分

  ６mを超える部分

  ６mを超える部分

１０mを超える部分

種 別

屋 外

放 水 圧 力

０.１７MPa以上

０.２５MPa以上

０.２５MPa以上

放 水 量

１３０L/min以上

  ６０L/min以上

３５０L/min以上

水 源 水 量

設置個数（最大２個）×２．６m３以上

設置個数（最大２個）×１．２m３以上

設置個数（最大２個）×  ７  m３以上

ポ ン プ 吐 出 量

設置個数（最大２個）×１５０L/min以上

設置個数（最大２個）×  ７０L/min以上

設置個数（最大２個）×４００L/min以上

水 平 距 離

２５m以下

１５m以下

４０m以下

屋 内
１号

２号

１ 号 消 火 栓

２ 号 消 火 栓

（１２）項イの工場、作業場、（１４）項の倉庫、指定可燃物、その他の防火対象物。

旅館、ホテル、社会福祉施設、病院等の就寝施設。（１２）項イの工場、作業場、（１４）項の倉庫、指定可燃物を除くその他の防火対象物。

①各部分から１の放水口までの水平距離は、一般および地下街につ
　いては５０m以下、延長５０m以上のアーケードおよび道路の用に供
　される部分については２５m以下。
②１１階以上の放水口は双口形とし、階数３以内毎に放水用器具を
　格納した箱を設置。高さ７０mをこえる建築物にあっては加圧送水
　装置を設ける。

③m２当り放射量

④移動式泡消火設備
　駐車場、修理工場等�１００L/min×１５分間
　その他� ２００L/min×１５分間

①泡放出口の種別
　　膨張比２０以下（低発泡）� 泡ヘッド
　　膨張比８０以上１０００未満（高発泡）� 高発泡用泡放出口
②泡ヘッドの種類、有効防護面積

種　別
開放型散水ヘッド
閉鎖型散水ヘッド

閉鎖型スプリンクラーヘッド

ヘッド水平距離

３．７m以下
スプリンクラー設備に同じ
（高感度型ヘッドを除く）

送水区域ヘッド数

１０個以下
２０個以下

①消火剤の種別
　　炭酸水素ナトリウム　　第１種粉末　炭酸水素カリウム　　第２種粉末
　　リン酸塩類　  第３種粉末　炭酸水素カリウムと尿素の反応物　  第４種粉末
②駐車の用に供される部分は第３種粉末に限定。
③移動式粉末消火設備は、各部分から１のホース接続口までの水平距離１５m以下。

①全域放出方式の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備は
　防護対象物の内容等によって定められた消火剤の量を下記の時
　間内に放出すること。

②二酸化炭素およびハロンにおいては、遅延時間を２０秒以上とする
　ことを原則とする。窒素、IG-55、IG-541 および ＨＦＣ-23、
　HFC-227eaを使用するものについては、防護区画の形成に必要
　な時間を除き遅延時間を設けないこととする。

防火対象物又はその部分

道路の用に供される部分、駐車場、修理工場等

指定可燃物

泡ヘッド種別 有効防護面積

８m２

９m２

９m２

８m２

航空機の格納庫及び屋上
部分の発着場等

フォーム・ウォーター
スプリンクラーヘッド

フォームヘッド

フォームヘッド

フォーム・ウォーター
スプリンクラーヘッド

たん白泡� ６．５L/min

合成界面活性剤泡� ８．０L/min

水成膜泡� ３．７L/min

道路の用に供される部分、

駐車場、修理工場等

たん白泡� ６．５L/min

合成界面活性剤泡� ６．５L/min

水成膜泡� ６．５L/min

指定可燃物

各部分から１のホース接続口
までの水平距離が１５m以下。

二酸化炭素

窒素、ＩＧ－５５、ＩＧ－５４１

ハ ロ ン１３０１

ＨＦＣ－２３、ＨＦＣ－２２７ｅａ

通信機器室

３．５分

その他

１分

指定可燃物

７分

１分

３０秒

１０秒

●各設備主要関係条文
●スプリンクラー設備　令１２条
　規則１３、１３の２、１３の３、１３の４、１３の５、１３の６、１４条、１５条
●屋内消火栓設備　令１１条
　規則１２条
●屋外消火栓設備　令１９条
　規則２２条
●連結送水管　令２９条
　規則３１条

●連結散水設備　令２８条の２
　規則３０条の２、３０条の３
●泡消火設備　令１３、１５条
　規則１８、３２条
●粉末消火設備　令１３、１８条
　規則２１、３２条
●不活性ガス消火設備　令１３、１６条
　規則１９、３２条

●ハロゲン化物消火設備
　令１３、１７条
　規則２０、３２条

●消防用水　令２７条

●消火器具　令１０条
　規則６、７、８、９、１０、１１条

＊２・（４）項の用途に供される部分  ６m以下
　 ・上記以外　　　　　　　 １０m以下

②地下街・準地下街

①ラック式倉庫

＊１

＊１

＊１

＊２
＊１ ＊２

＊１ R＝Xr　R：防護半径m　r：ヘッドの有効散水半径m　X：係数　表中の数値はr＝２.６mのヘッドの場合を示す。

１種
２種

１６個
２０個

１４４０L/min以上
１８００L/min以上

２５.６m３

３２.０m３

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

下記除く指定可燃物
　　　  １０００倍以上
高熱量溶融性物品
　　　　３００倍以上

高熱量溶融性物品
　　　　１０倍以上

その他のもの

その他のもの

その他のもの

高熱量溶融性物品
　　　　１０倍以上

高熱量溶融性物品
　　　　１０倍以上

下記除く指定可燃物
　　　     １００倍以上
高熱量溶融性物品
　　　　  ３０倍以上

その他のもの

等級 収納物の区分 収納容器、梱包材等

水
平
遮
蔽
板
有

無

棚以外の部分
　２．１m以下

棚部分
　２．５m以下
　　かつ
　２連以下毎

４m以下毎

６m以下毎

４m以下毎

６m以下毎

２４個

１６個

２４個

１６個

３１２０　

２０８０　

３１２０　

２０８０　

L/min以上

L/min以上

L/min以上

L/min以上

８２．０８m３

５４．７２m３

３６．４８m３

８２．０８m３

５４．７２m３

棚以外の部分
　２．１m以下

棚部分
　２．５m以下
　　かつ
　２連以下毎

４m以下毎

６m以下毎

４m以下毎

６m以下毎

３０個

２０個

３０個

２０個

３９００L/min以上

２６００L/min以上

３９００L/min以上

２６００L/min以上

１０２.６m３

６８.４m３

４５.６m３

１０２.６m３

６８.４m３

不活性ガス
消火設備

ハロゲン化物
消火設備

＊平成18年9月30日現在の内容です。

消火設備設置基準早見表 能美防災株式会社
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